
 市有財産売買契約書（案） 

 

売払人海老名市長（以下「甲」という。）と買受人〈落札者〉（以下「乙」とい 

う。）とは、次の条項により市有財産の売買契約を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲は、その所有する別表の市有財産（以下「売買物件」という。）を現状有姿

のまま乙へ売り渡し、乙はこれを買い受ける。 

 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金〈落札金額〉円とする。 

 

（契約保証金） 

第３条 乙は、契約保証金として金〈契約保証金額〉円を、この契約の締結の日まで

に甲の発行する納付書により海老名市指定金融機関に納入しなければならない。 

２ 前項の契約保証金のうち、金〈入札保証金額〉円は入札保証金から充当するもの

とする。 

３ 第１項の契約保証金は、第 17 条に定める損害賠償の額又はその一部としないもの

とする。 

４ 乙がこの契約に定める義務を履行しないとき、又は第 12 条により甲が解除権を行

使したときは、第１項の契約保証金は甲に帰属するものとする。 

 

（売買代金の納入） 

第４条 乙は、第２条の売買代金から前条の契約保証金を控除した金〈落札金額－契

約保証金額〉円を甲の発行する納入通知書により契約を締結した日から 30 日以内

の甲が定める納期限内に、海老名市指定金融機関に納入するものとする。 

２ 甲は、乙が前項に定める金額を完納したときに、契約保証金を売買代金の一部に

充当できるものとする。 

 

（延滞金） 

第５条 乙は、前条に定める売買代金の納入を遅延したときは、海老名市諸収入に対

する延滞金徴収条例（昭和 40 年条例第 12 号）の規定の例により延滞金を算出し、

当該延滞金を加算して納入しなければならない。 

 

（所有権の移転時期） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が第４条第１項に定める売買代金（前条の規定によ

り延滞金が加算された場合は、売買代金及び延滞金）を完納したときに、甲から乙

へ移転する。 

 



（登記嘱託等） 

第７条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が移転した後、速やかに所有権移

転登記を嘱託するものとする。 

２ 乙は、この契約の締結の際に前項の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しな

ければならない。 

３ 第１項の所有権移転登記に必要な登記費用、登録免許税その他の費用は、乙の負

担とする。 

 

（売買物件の引渡し） 

第８条 甲は、第６条により所有権が移転したときをもって、現況のまま売買物件を

乙に引き渡すものとする。 

 

（契約不適合等） 

第９条 乙は、この契約締結後、本物件に土壌汚染、地中埋設物、面積の不足その他

この契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、本物件の修補その他履

行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をするこ

とができないものとする。 

 

（不可抗力による契約の終了） 

第１０条 甲乙双方の責めに帰さない理由により、本物件の引渡し前にこの契約に定

める条項の履行が不能となったときは、この契約は直ちに終了するものとし、相互

に賠償の責めに任じないものとする。 

なお、甲乙両者は、本条により契約が終了したときは、文書を取り交わしてその

旨を確認するものとする。 

 

（物件の維持管理等） 

第１１条 乙は、売買物件の敷地内に存する工作物、立木等の維持管理、解体、撤去、

処分等を自らの責任と費用負担において行うものとする。ただし、売買物件の敷地

内に存する汚水桝及び防犯灯の維持管理については、甲が行うものとする。 

２ 乙は、売買物件の敷地内に存する汚水桝及び防犯灯に係る敷地を海老名市が無償

で使用することについて了承するものとする。 

３ 乙は、売買物件の敷地内に存する汚水桝及び防犯灯の移設を希望する場合は、事

前に海老名市及び移設先地権者と協議を行い、その了承を得なければならない。 

４ 前項の移設に要する費用は、乙の負担とする。 

５ 乙は、売買物件の所有権を移転する場合には、所有権を得る者に前各項の義務を

承継させなければならない。 

 

（契約の解除） 

第１２条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告なしに

この契約を解除することができるものとする。この場合において、解除により乙に



損害が生じても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。 

２ 甲は、乙が海老名市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 28 号）第２条第２号から

第５号までに該当するもの（以下「暴力団等」という。）であること、神奈川県暴

力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第 23 条に違反したこと及び暴力

団等と密接な関係を有することが判明したときは、この契約を解除することができ

るものとする。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損害

の賠償の責を負わないものとする。 

３ 甲及び乙は、第 24 条により両者が協議して定めたときは、この契約を解除するこ

とができる。 

 

（関係法令等の遵守及び用途制限等） 

第１３条 乙は、この契約の履行に当たり関係法令等を遵守しなければならない。 

２ 乙は、売買物件を海老名市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団の事務

所その他これらに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りな

がら、本物件を第三者に譲渡し、若しくは本物件について地上権、賃借権その他の

使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはならない。 

 

（実地調査等） 

第１４条 甲は、この契約の履行について乙の義務の履行状況を確認するため必要が

あると認められる場合、実地に調査し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の

提出を求めることができる。この場合において、乙はその調査を拒み、妨げ、又は

報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 

（違約金） 

第１５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、売買代金の 10 分の１に

相当する金額を違約金として乙に請求することができる。 

（１）第 12 条第２項の規定により、甲が契約を解除したとき。 

（２）第 11 条及び第 13 条に定める規定に違反したとき。 

（３）前条の規定に違反して正当な理由がなく調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告

若しくは資料の提出を怠ったとき。 

２ 前項の違約金は、第 17 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第１６条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅

滞なく甲に報告するとともに、所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力などを

しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第１７条 乙は、この契約に定める義務を履行しないことにより、甲に損害を与えた

ときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払うものとする。 



 

（有益費等請求権の放棄） 

第１８条 乙は、この契約を解除された場合において、売買物件に投じた有益費、必

要費又はその他の費用があってもこれを甲に請求しないものとする。 

 

 

（返還金及び利息） 

第１９条 甲は、この契約を解除したときは、乙が支払った売買代金を乙に返還する

ものとする。この場合において、当該売買代金に利息は付さないものとする。 

 

（原状回復義務） 

第２０条 乙は、甲が第 12 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期

日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物

件を原状に回復させる必要がないと認めたときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失し、又は毀損しているとき

は、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払

わなければならないものとする。 

３ 乙は、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に

相当する金額を甲に支払わなければならないものとする。 

４ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定す

る期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない

ものとする。 

 

（費用の負担） 

第２１条 この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（信義誠実の義務） 

第２２条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行するものとする。 

 

（相隣関係等への配慮） 

第２３条 乙は、売買物件の引き渡し後においては、十分な注意をもって売買物件を

管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう留意するものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第２４条 この契約に関し疑義が生じたときは、又はこの契約に定めのない事項につ

いては、甲乙協議の上これを定めるものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第２５条 この契約について、訴訟等が生じたときは、甲の所在地を管轄区域とする

裁判所で行うものとする。 



 

この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印のう

え、各自その１通を保有する。 

 

 

令和 年 月 目 

 

甲  海老名市勝瀬１７５番地の１ 

海老名市 

市 長  内 野   優 

 

 

乙  住所 

氏名 

 

 

 

別 表（第１条関係） 

 土地 

所 在 地 番 地 目 地 積（公簿・実測） 

海老名市河原口宿 286 番１ 宅地 262.19 ㎡ 

 


